
９月 学校だより 令和 ５ 年 ８ 月２９日

NO．６ 

＜２学期スタート！＞ 

長かった夏休みが終わりました。いろんなことを体験 

 できましたか？ 思い出もたくさんできたでしょうね。 

校長先生は、小学校生のころ、教室で久しぶりに友だち 

に会って、ホッとしてうれしかったことを覚えています。 

友だちや担任の先生、校長先生にもこの夏の楽しかったことを教えてくだ 

 さいね。校長先生は、家族で四国の高知県に行き、桂浜水族館で大きな陸亀 

やカピパラ、他にもたくさんの動物にごはんをあげました。楽しい思い出に 

なりました。 

  ２学期は、音楽発表会など楽しい行事がいっぱいあります。遠足や校外学習、 

５年生の自然学校、６年生の修学旅行もあります。めいっぱい楽しみましょう！ 

＜お知らせ＞ 

◇「今年度の音楽発表会」について 

１１月２３日（木）祝日の午前中に開催予定です。今年度は全学年が学年ごとに

発表します。保護者の方は学年ごとの入れ替え制となります。人数制限は設けませ

ん。目と耳で聴き、お子さまに盛大な拍手を送っていただきたいと考えています。  

そのためＤＶＤ販売を再開し、ご自身での撮影を禁止させていただきます。 

ご理解とご協力をお願いいたします。また、校内の安全確保のため自転車での来校

はご遠慮願います。（祖父母、親族の方等、参加されるすべての方にお伝え願いま

す。） 

下校は１～５年生が１２：１５、６年生は片付け後の１２：３０下校です。 

給食はありません。年度初めの予定から変更しておりますので、ご注意ください。 

詳細は「音楽発表会のお知らせ」を１０月初旬に配布予定です。 

校 長  秋 本 孝 幸

芦屋市立打出浜小学校

＜９月行事予定＞ 

日 曜日 内   容 日 曜日 内   容 

１ 金 給食開始 １５ 金 
２・４年 なかよし学級 

③ ２年 オンライン授業 

４ 月 ３年 社会見学 １９ 火 
クラブ③（卒アル撮影） 
教育実習 ～10/13(金) 

５ 火 打活③ ２０ 水 ⑤ ２年 図書館出前授業 

６ 水 ３年 図書館見学 ２２ 金 
６年 給食後下校（修学旅行のため） 
１４：３０下校 （校内会議のため） 

８ 金 ２・４年 なかよし学級 ２５ 月 
６年 修学旅行 
②③ ４年 福祉体験（車いす） 

１１ 月 
１・６年 なかよし学級（卒ｱﾙ撮影）
⑤⑥４年 福祉体験（ｱｲﾏｽｸ） 

２６ 火 
６年 修学旅行 
自由研究教育活動展～10/1(日)

１４ 木 

３・５年 なかよし学級 

５年 14:30 下校 

１５：００～ 自然学校説明会

２７ 水 ６年 １０：３０登校 ・ 給食後下校 

２９ 金 １・６年 なかよし学級 

＜１０月の予定＞  ２日（月） 全校朝会   ５日（木） 大そうじ   ６日（金） 研究発表会 

１０日（火）クラブ④   １３日（金） ③④ ３年／⑤⑥ ６年 いのちの講座 

／ １年 遠足（王子動物園）   １６日（月）～２０日（金） ５年 自然学校 

２３日（月） 就学時健康診断 １３：３０～ （１年生は給食後下校 １３：１５） 

／ ６年 校外学習（京都）   ２４日（火） ４年 校外学習（県庁・県警） 

２７日（金） 校内会議（１４：３０下校）   ３０日（月） 特別時間割開始 

＜お知らせ２＞ 

◇１０月６日の「研究発表会」について 

１０月６日（金）に、日頃の授業研究を市内の小中学校の先生方に発表する 

  「研究発表会」を行います。 

そのため、当日６日（金）は５時間目に授業を行う４年１組、５年１組、６年 

１組以外のクラスは１３：２０分下校、５時間目に授業を行う上記３クラスは  

１４：３０下校となります。 

前日の５日（木）は、上記の３クラスは１４：３０に下校し、その他のクラス 

は１５：３０下校です。 ご予定願います。     ＜ 裏もあります。＞ 



＜お願い＞ 

◇「熱中症対策」について 

まだまだ暑い日が続きます。以下の事にご留意ください。 

   〇必ず水筒、タオル、ぼうしを持たせてください。 

○運動前だけでなく、登校前にも、必ず水分の補給をさせてください。 

○熱中症の疑いのある症状が見られたときには水分・塩分を補給し、体を冷や 

します。頭痛やめまいといった、いつもと違う体調の乱れを感じた時には、 

すぐに周りの友だちや先生に知らせるよう、お家でもお声かけください。 

   〇早寝、早起きを心がけ、十分な睡眠をとらせるようにしてください。 

   〇朝食、夕食をしっかり取り、体調を整えさせるようにお願いします。 

◇「自転車乗用ヘルメット着用の努力義務化」について 

令和５年４月１日から、ヘルメットの利用について、全ての自転車の運転者が 

乗車用ヘルメットの着用に努めなければならないことになっています。 

下の「自転車安全利用五則」を守って自転車に乗りましょう！ 

「自転車安全利用五則」 

１ 車道が原則、左側を通行、 

歩道は例外、歩行者を優先 

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

３ 夜間はライトを点灯 

４ 飲酒運転は禁止 

５ ヘルメットを着用 

特に、９月２１日（木）から３０日（土）までの１０日間は、秋の全国交通安全

運動期間です。全国で交通事故をなくすための取り組みが行われますので、皆さん

も意識して交通ルールを守るようにしてください。 


